
児童相談所移管について 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

■ 5/ 27　改正児童福祉法成立 ■ 4/ 1　改正児童福祉法施行

■ 特別区長会総会

■ 特別区長会正副会長等が都の川澄副知事と面会
　(特別区による児童相談所設置が円滑に進むよう、支援と協力を要請）

■ 特別区長会総会
 （都が提示した、特別区の児童相談所設置計画の確認の進め方について報告）

■ 都知事と特別区長との意見交換会

■ 特別区長会総会

　（特別区の児童相談所設置計画の確認の進め方について、

　　都に支援と協力を要請）

品
川
区

■ 児童相談所移管推進委員会設置 ■ 児童相談所移管担当の設置

■ 特別区長会
　（世田谷、荒川、江戸川の3区をモデル的確認実施区とすることなどを確認）

特
別
区
長
会
の
動
き

平成29年度平成28年度

　(都に対し、22区が設置に向けて計画していることの表明と支援協力の要請について、正副会長を中心に対応することを確認）

 　(特別区による児童相談所設置の円滑な移譲に向けた積極的な支援と協力を要請）

行 財 政 改 革 特 別 委 員 会 資 料 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日 

子 ど も 未 来 部 子 ど も 育 成 課 

○ 児童相談所は、児童福祉法を根拠として設置される行政機関であり、子ども本
人・家族・学校・地域などからの子どもに関する相談に応じ、子どもに関わる問題

や子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に適切

な援助を行い、子どもの福祉やその権利の擁護を主たる目的としている。 

○ 東京都児童相談所は、現在１１カ所（そのうち７カ所が特別区内）設置されてお
り、助言や一時保護、里親制度など、さまざまな援助を実施している。 

１．児童相談所とは

○ 平成２９年３月の特別区長会総会において、都から提示された、特別区の児童相談所設置計画の確認の進め方について了承され、 
世田谷区・荒川区・江戸川区の３区をモデル的確認実施区とすることが確認された。 

都区間の全体協議の場については、設置時期は未定。 

５．都区の動きについて

４．児童福祉法改正後の経過について

担当地域

千代田区、中央区、港区、新宿区、
文京区、台東区、渋谷区、豊島区、
練馬区、島しょ地域

品川区、目黒区、大田区

杉並区、中野区、武蔵野市、三鷹市

世田谷区、狛江市

江東児童相談所 ＊

足立児童相談所 ＊

北児童相談所

品川児童相談所

杉並児童相談所

世田谷児童相談所

児童相談所名

児童相談センター＊

墨田区、江東区、江戸川区

足立区、葛飾区

北区、荒川区、板橋区

＊は一時保護所を併設

特別区内にある児童相談所 

２．東京都児童相談所の概要

希
望
す
る
市

設
置
義
務

児童相談所設置市
※中核市は全部で４７市

特別区

希
望
す
る
市

・
特
別
区

【現　行】 【改正後】

児童相談所設置市　２カ所
（横須賀市、金沢市）

政令指定都市（２０）　２７カ所

都道府県（４７）　１７９カ所設
置
義
務

都道府県

政令指定都市

政府は、児童相談所を設置できるよう

必要な支援を実施

○ 児童相談所の設置根拠 
児童福祉法第１２条、第５９条の４ 

○ 平成２８年５月の児童福祉法改正により、平成２９年 
４月から児童相談所の設置自治体が拡大され、「政 

令で定める特別区は、児童相談所を設置するものと 

する」とされた。 

法改正を受けて、品川区は、都からの児童相談所の移管を積極的に進めていく

・子ども育成課に児童相談所移管担当を設置        ・心理職を採用 

            ・都児童相談所へ職員を派遣                  ・石川県・金沢市児童相談所の視察 

３．児童福祉法の改正 【 改正前】
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品川区の将来人口の推計について

行財政改革特別委員会資料
平成 2 9 年 6 月 1 3 日
企 画 部 企 画 調 整 課

（ 品川区人口ビジョンより抜粋）



2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

0

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

4

8

4

9

5

0

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

6

0

6

1

6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

6

8

6

9

7

0

7

1

7

2

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

0

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

4

8

4

9

5

0

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

6

0

6

1

6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

6

8

6

9

7

0

7

1

7

2

2



3




